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第１条  この条例は、山口市環境基本条例（平成１７年山口市条例第

１２８号）に掲げる基本理念にのっとり、市民が健康な心身を保持

し、安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境の確保に必要

な事項を定め、もって健康で文化的な生活の実現に寄与することを

目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例における用語の意義は、山口市環境基本条例の規定

の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。  

（１）  良好な環境  現在及び将来において市民が健康な心身を保

持し、安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境をいう。  

（２）  占有  所有権、賃借権等に基づき、又はそれらの有無とは

無関係に物を事実上支配する状態であって、管理する状態も含む

ものをいう。  

（３） 空き地  市街地（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第８条第１項第１号に規定する用途地域をいう。）及び市長が特

に認めた区域内において、人が居住している家屋の敷地として利

用していない土地（耕作若しくは植樹地として利用している場合

を除く。）その他規則で定める土地をいう。  

（４）  不良状態  空き地が、規則で定める雑草の繁茂（枯草の密

集を含む。）若しくは湿地の状態又は廃棄物等の投棄場の状態等

として置きざりにされ、衛生、安全若しくは美観を損ない、火災、

犯罪若しくは公害発生の原因となり、市民の生活環境を阻害し、

又は阻害するおそれのある状態をいう。  

（５）  公共の場所  道路、公園その他公共の用に供されている場



所をいう。  

（６）  自動車  道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

２条第２項に規定する自動車をいう。  

（７）  放置自動車  自動車で、その機能の一部又は全部を失った

状態で市が管理する公共の場所に放置されているものをいう。  

（８）  放置自動車の所有者等  自動車を所有する者、占有する者

若しくは最後に占有した者又は自動車を放置した者若しくは放置

させた者をいう。  

（９）  廃物  放置自動車で、自動車として本来の用に供すること

が困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものを

いう。  

（１０）  処分等  廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理す

るために必要な措置をいう。  

（１１）  原動機付自転車  道路運送車両法第２条第３項に規定す

る原動機付自転車をいう。  

（１２）  飼養  動物を所有又は占有し、養うこと。  

（市の責務）  

第３条  市は、良好な環境を確保するために必要な施策を策定し、実

施するものとする。  

２  市は、前項の施策を効果的に実施するため、良好な環境の保全に

関する意識の啓発及び知識の普及に努めなければならない。  

３  市は、良好な環境の侵害に関する相談があったときは、速やかに

その実情を調査し、適切な処理をするよう努めなければならない。  

４  市は、良好な環境を確保するため、動物の愛護及び管理に関する



法律（昭和４８年法律第１０５号）第２条の規定を踏まえ、動物の

適正な飼養を促進するための必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。  

（市民の責務）  

第４条  市民は、常に良好な環境の保全に関する意識を高め、自ら所

有又は占有する土地及び建物を良好な状態に保ち、互いに協力して

地域の良好な環境の確保に努めるとともに、市が実施する良好な環

境の確保に関する施策に協力しなければならない。  

（事業者の責務）  

第５条  事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害しないよ

うに自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、自ら所有又は

占有する土地及び建物を適正に管理するとともに、市が実施する良

好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。  

２  事業者は、その事業活動によって公害その他良好な環境の侵害に

係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければ

ならない。  

３  事業者は、その事業活動に伴い生産、販売及び譲渡したものによ

って良好な環境を侵害することのないように、消費者に対する散乱

の防止等に関する啓発その他必要な措置を講じなければならない。  

第２章  緑豊かな生活環境の保全  

第１節  緑の保全  

（緑化等）  

第６条  何人も、自ら所有し、又は占有する土地に樹木等を植栽し、

緑化に努めなければならない。  



２  前項の緑化に際しては、地域の植生に配慮しなければならない。  

３  何人も、自ら所有し、又は占有する樹木等について適正に維持し、

又は管理しなければならない。  

（保存樹等の指定）  

第７条  市長は、良好な環境を保全するために必要があると認めると

きは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹林の集団を、その所

有者の同意を得て、保存樹又は保存樹林（以下この条において「保

存樹等」という。）として指定することができる。  

２  市長は、前項の規定による指定をしたときは、その所有者に対し、

保存樹等の枯損の防止その他保存に関し、必要な助言又は援助をす

ることができる。  

第２節  開発行為の規制  

（開発行為者の義務）  

第８条  土地の区画形質の変更（以下この節において「開発行為」と

いう。）をしようとする者は、災害の誘発を防止し、良好な環境の

保全に努めなければならない。  

２  前項の開発行為を計画する者及び工作物の新設その他これらに類

する事業を計画する者（環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

及び山口県環境影響評価条例（平成１０年山口県条例第３７号）の

適用を受ける事業を実施する者を除く。）は、その計画の立案に当

たっては、同法及び同条例の規定に配慮することで、良好な環境の

保全に努めなければならない。  

（開発行為の規制）  

第９条  規則で定める規模以上の開発行為（法令の規定により許認可



を受けなければならないもの及び法令の規定により許認可を免除さ

れているものを除く。以下同じ。）をしようとする者は、あらかじ

め、その旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければなら

ない。  

２  市長は、前項の規定による届出をせず、又はその見込みがないと

認めるときは、当該開発行為をしようとする者に対し期限を定めて

届出をするよう勧告し、又は命ずることができる。  

（計画変更命令等）  

第１０条  市長は、前条の規定による届出があった場合において、そ

の内容が良好な環境を保全していく上で支障があると認めるときは、

その届出を受理した日から６０日以内に限り、当該計画の変更を勧

告し、又は命ずることができる。  

（実施の制限）  

第１１条  第９条第１項の規定による届出をした者は、その届出が受

理された日から６０日を経過した後でなければ、その届出に係る開

発行為をしてはならない。  

２  市長は、第９条第１項の規定による届出に係る事項の内容が相当

であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができ

る。  

（土砂の流出防止等）  

第１２条  開発行為をしようとする者は、土砂の掘削、盛土、切土、

整地等の行為による土砂の流出並びに土砂のたい積を防止するため

に必要な措置を講じなければならない。  

（勧告及び命令）  



第１３条  市長は、前条の規定にかかわらず、開発行為をする者が土

砂の流出を防止するための措置を講じず、又は土砂のたい積を防止

するための措置を講じず、良好な環境を保全していく上で支障があ

ると認めるときは、土砂の流出を防止し、又は土砂のたい積を防止

するために必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができ

る。  

第３節  自然環境の適正利用  

（自然環境の損傷行為の禁止）  

第１４条  何人も、自然環境に触れるに当たっては、動植物をみだり

に採集し、又は廃棄物等を投棄し、その他自然環境を損傷するおそ

れのある行為をしてはならない。  

第３章  美しい生活環境の保全  

第１節  空き地の適正管理  

（空き地の所有者及び占有者の責務等）  

第１５条  空き地の所有者及び占有者は、当該空き地が不良状態にな

らないよう適正に管理しなければならない。  

２  市は、良好な生活環境を確保するため、空き地の適正な管理につ

いて必要な施策を実施するものとする。  

（勧告）  

第１６条  市長は、空き地が不良状態にあるとき、又は不良状態にな

るおそれがあると認めるときは、当該空き地の所有者及び占有者に

対し、雑草、廃棄物等の除去又は廃棄物等の投棄の防止若しくは危

険防止のための設備の設置その他必要な措置を講ずるよう勧告する

ことができる。  



（命令及び代執行）  

第１７条  市長は、空き地の所有者及び占有者が前条の規定による勧

告に基づく必要な措置を実施しないため、当該空き地の近隣住民の

生命若しくは身体に危害が及ぶおそれがあるとき、又は生活環境を

著しく阻害していると認めるときは、当該空き地の所有者及び占有

者に対し、不良状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ず

ることができる。  

２  市長は、前項の規定による命令を受けた者がこれに従わないとき

は、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の規定により自ら当

該空き地に必要な措置を講じ、又は第三者にこれを行わせ、その費

用を当該空き地の所有者及び占有者から徴収することができる。  

第２節  廃棄物等の投棄及び放置の禁止  

（土地建物等の清潔保持）  

第１８条  何人も、廃棄物等の投棄若しくは放置又は落書きその他の

行為により、公共の場所を汚損してはならない。  

２  何人も、廃棄物等の散乱を防止する等、自ら所有又は占有する土

地及び建物を汚損なく清潔に保ち、互いに協力して地域の生活環境

を保全するよう努めなければならない。  

３  市長は、公共の場所が汚損されることにより、市民の良好な生活

環境が損なわれていると認めるときは、当該公共の場所の所有者及

び占有者に対して、廃棄物等の回収その他必要な措置を講ずべきこ

とを要請することができる。  

（販売者の責務）  

第１９条  自動販売機（規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。）



により飲食物を販売する者は、その販売する場所に当該飲食物から

排出される空き缶、弁当がら等の回収容器を設置し、これを適正に

管理しなければならない。  

２  前項の規定により回収容器を設置した者は、回収した空き缶、弁

当がら等の資源化に努めなければならない。  

３  空き缶、弁当がら等の散乱の原因となるおそれのある物の販売を

行う者は、消費者に対して、空き缶、弁当がら等の散乱の防止に関

する意識の啓発に努めなければならない。  

（勧告及び命令）  

第２０条  市長は、第１８条第１項の規定に違反して廃棄物等を投棄

し、若しくは放置した者又は落書きその他の行為により、公共の場

所を汚損した者に対し、当該廃棄物等を回収し、又は廃棄物等を投

棄したこと若しくは落書きその他の行為によって生じた汚損を回復

すべきことを勧告し、又は命ずることができる。  

２  市長は、自動販売機により飲食物を販売する者が前条第１項の規

定に違反していると認めるときは、当該飲食物から排出される空き

缶、弁当がら等の回収容器を設置し、若しくはこれを適正に管理す

べきことを勧告し、又は命ずることができる。  

（印刷物等の散乱の防止）  

第２１条  公共の場所において、印刷物その他散乱の原因となるもの

（以下この条において「印刷物等」という。）を配布する者は、当

該印刷物等の散乱を防止するとともに、散乱した場合は、自らの責

任において直ちにこれを回収し、かつ、適正に処理しなければなら

ない。  



２  市長は、公共の場所において印刷物等を配布した者が前項の規定

に違反していると認めるときは、当該印刷物等を回収し、又は当該

印刷物等によって生じた汚損を回復すべきことを指導することがで

きる。  

第３節  放置自動車の発生の防止及び適正な処理  

（放置の禁止）  

第２２条  何人も、正当な理由なく自動車を放置（正当な権原に基づ

き置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置か

れていることをいう。以下この節において同じ。）し、若しくは放

置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。 

（通報）  

第２３条  放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通

報するよう努めなければならない。  

２  市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めると

きは、その土地を管理する関係機関にその内容を通報する等適切な

措置を講ずるものとする。  

（調査等）  

第２４条  市長は、前条第１項の通報があったとき、その他必要があ

ると認めるときは、当該職員に、当該自動車の状況、所有者等その

他の事項を調査させることができる。  

２  市長は、前項の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車

であると判明したときは、当該放置自動車の所有者等に適正な処理

を促すため、車体に警告書を表示するものとする。  

（勧告及び命令）  



第２５条  市長は、前条第１項の規定による調査の結果、放置されて

いる自動車が放置自動車であり、かつ、当該放置自動車の所有者等

が判明したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、期限を定め

て当該放置自動車を撤去するよう勧告し、又は命ずることができる。 

（放置自動車の移動等）  

第２６条  市長は、放置自動車が、第２４条第２項の規定により警告

書を表示した日から規則で定める期間を経過した後において、同条

第１項の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明

しなかった場合（以下この節において「所有者等不明の場合」とい

う。）又は当該放置自動車の所有者等は判明したが住所、居所その

他の連絡先が不明な場合（以下この節において「連絡先不明の場合」

という。）であって、市民の良好な生活環境に著しく障害を与えて

いると認められるときは、当該放置自動車を別に設ける保管場所に

移動し、保管することができる。  

２  市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放

置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を規則で定める

期間表示しなければならない。  

（廃物認定）  

第２７条  市長は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合は、放

置自動車を山口市放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、廃物と

して認定することができる。  

２  市長は、山口市放置自動車廃物判定委員会が定める判定基準によ

り、当該放置自動車が廃物に該当すると判断したときは、前項に規

定する判定を経たものとし、廃物として認定することができる。  



３  市長は、前２項の規定による認定をしようとするときは、あらか

じめその旨を告示しなければならない。  

（処分等）  

第２８条  市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処

分等をすることができる。  

（廃物認定外放置自動車の措置）  

第２９条  市長は、廃物として認定しなかった放置自動車（以下この

節において「廃物認定外放置自動車」という。）を別に設ける保管

場所に移動し、保管することができる。  

２  市長は、前項の規定により放置自動車を保管したとき、又は第２

６条第１項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動

車となったときは、放置自動車の所有者等に当該放置自動車の引取

りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。  

（保管した放置自動車の措置）  

第３０条  市長は、前条第２項の規定による告示の日から起算して３

月を経過してもなお当該放置自動車の引取りのない場合において、

当該放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数

を要するときは、規則で定めるところにより、当該放置自動車を売

却し、その売却した代金を保管することができる。  

２  市長は、前項の規定による放置自動車の売却につき買受人がない

場合において、同項に規定する評価額が著しく低いときは、あらか

じめ告示した上で、当該放置自動車を廃物として処分等をすること

ができる。  

３  前条第２項の規定による告示の日から起算して６月を経過しても



なお当該放置自動車（第１項の規定により売却した代金を含む。以

下この項において同じ。）の引取りのないときは、当該放置自動車

の所有権は市に帰属するものとする。  

（引取通知）  

第３１条  市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所、

居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該放

置自動車の所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取

るよう通知するものとする。  

（費用の請求）  

第３２条  市長は、保管している放置自動車を引き取ろうとする放置

自動車の所有者等又は前条の規定による放置自動車の引取通知を受

けた放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管

に要した費用を請求することができる。  

２  市長は、第２８条の規定による処分等及び第３０条第１項の規定

による売却又は同条第２項の規定による処分等をした後に、当該放

置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自

動車の移動、保管、売却、処分等に要した費用を請求することがで

きる。  

（放置自動車廃物判定委員会）  

第３３条  放置自動車の廃物の判定その他放置自動車の発生の防止及

び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、山口市放置自動車

廃物判定委員会（以下この節において「委員会」という。）を置く。  

２  委員会は、委員１０人以内で組織する。  

３  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。  



（１）  自動車について専門的知識を有する者  

（２）  関係行政機関の職員  

（３）  前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

４  委員の任期は、２年とし、再委嘱又は再任を妨げない。ただし、

委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。  

（公共の場所以外の土地所有者又は占有者への協力）  

第３４条  市長は、市が管理する公共の場所以外の場所に放置された

自動車の処理について、当該場所の土地所有者又は占有者から要請

があった場合は、その土地の利用に係る公共性、地域の美観の保持

その他公益上特に必要があると認められるときに限り、必要な協力

をすることができる。  

第４章  住み良い生活環境の保全  

第１節  静穏の保持  

（静穏の保持）  

第３５条  何人も、住宅、学校、病院その他これらに類する施設の周

辺において、みだりに騒音を発生させて、静穏を妨げるような行為

をしてはならない。  

（特定建設作業の周知義務）  

第３６条  特定建設作業（騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）、

振動規制法（昭和５１年法律第６４号）及び山口県公害防止条例（昭

和４７年山口県条例第４１号）に規定する特定建設作業をいう。）

を伴う建設工事を施行しようとする者は、法令等で定められた規制

基準を遵守するとともに、あらかじめ、当該作業場の周辺住民に対



し、作業時間、騒音及び振動の防止方法等について説明することに

より、その周知を図り、生活環境の侵害を最小限に抑制するよう努

めなければならない。  

（自動車の適正使用）  

第３７条  自動車又は原動機付自転車の所有者又は使用者は、使用す

る自動車若しくは原動機付自転車を適正に整備するとともに、アイ

ドリングを抑制する等適正な運転を行うことにより、騒音及び排出

ガスの発生を最小限に抑制するよう努めなければならない。  

第２節  悪臭の防止  

（浄化槽等の管理）  

第３８条  浄化槽又はごみの集積処理施設等の悪臭の発生の原因とな

る施設を設置している者は、常にその施設を管理し、悪臭の発生に

より近隣の生活環境を損なわないよう努めなければならない。  

第３節  動物の適正な飼養  

（動物の所有者及び占有者の責務）  

第３９条  動物の所有者及び占有者は、動物の愛護及び管理に関する

法律及び山口県飼犬等取締条例（昭和４７年山口県条例第５２号）

その他関係法令の規定を遵守することによる適正な飼養及び管理に

努めるとともに、動物の飼養場所及びその周辺の清潔の保持に努め、

鳴き声、ふん尿その他の原因により、人に迷惑を及ぼすことのない

よう努めなければならない。  

（販売に際しての説明義務）  

第４０条  動物の販売を業として行う者は、その取り扱う動物の購入

者に対して、終生飼養する意思を確認するとともに、その販売に係



る動物の生態、習性及び生理に応じた適正な飼養又は保管の方法に

ついて、必要な説明を行わなければならない。  

（犬の飼養）  

第４１条  犬を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。  

（１） 飼養管理している場所以外の場所で飼養する犬を歩行させ、

又は運動させる場合には、飼養する犬のふんを処理するための用

具を携行し、排出したふんは持ち帰り適正に処理すること。  

（２）  飼養する犬のふんにより、公共の場所又は他人が所有し、

若しくは占有する土地、建物若しくは工作物を汚さないこと。  

（猫の飼養）  

第４２条  猫を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。  

（１） 屋内飼養を基本とし、屋内飼養によらない場合にあっては、

自ら飼養していることを明らかにするための措置を講ずること。  

（２）  飼養する猫のふんにより、公共の場所又は他人が所有若し

くは占有する土地、建物若しくは工作物を汚さないこと。  

（勧告及び命令）  

第４３条  市長は、犬を飼養する者が第４１条各号の規定に違反して

いると認めるときは、ふんの持ち帰り、若しくはふんによって生じ

た汚損を回復すべきことを勧告し、又は命ずることができる。  

２  市長は、猫を飼養する者が前条各号の規定に違反していると認め

るときは、自ら飼養していることを明らかにするための措置を採る

べきことを、若しくはふんによって生じた汚損を回復すべきことを



勧告し、又は命ずることができる。  

第５章  推進体制の整備  

（環境美化協力員の設置）  

第４４条  市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認

めるときは、調査、監視及び指導を行うものとしての環境美化協力

員を設置することができる。  

第６章  雑則  

（報告及び検査）  

第４５条  市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に

対して、必要な事項について報告を求め、又は当該職員に、関係者

の工場、事業所、土地若しくは建物に立ち入り、施設その他の物件

を検査させることができる。  

２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者に提示しなければならない。  

３  市長は、第１項の報告をせず、又は検査を拒んだ者に対し、必要

な報告をし、若しくは検査を受け入れるよう勧告し、又は命ずるこ

とができる。  

（違反の公表）  

第４６条  市長は、第９条第２項、第１０条、第１３条、第２０条各

項、第２５条、第４３条各項若しくは前条第３項の規定による命令

を受けた者が、当該命令に従わないとき、又は第１１条第１項の規

定に違反して届出に係る開発行為をした者があった場合において、

良好な環境を保全するために必要があると認めるときは、その旨を

公表することができる。  



（委任）  

第４７条  この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。  

第７章  罰則  

第４８条  第２５条の規定による命令に違反した者は、２０万円以下

の罰金に処する。  

第４９条  第２０条第２項の規定による命令に違反した者は、５万円

以下の罰金に処する。  

第５０条  第２０条第１項又は第４３条第１項若しくは第２項（猫の

ふんにより生じた汚損を回復するための命令に限る。）の規定によ

る命令に違反した者は、２万円以下の罰金に処する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の山口市の生活環境の

保全に関する条例（平成１５年山口市条例第２７号。以下「合併前

の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。  

３  この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお合併前の条例の例による。  

（阿東町の編入に伴う経過措置）  

４  阿東町の編入の日の前日までに、編入前の阿東町空き缶等の散乱

防止条例（平成１４年阿東町条例第３号）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたもの



とみなす。  

附  則（平成２２年１月１６日条例第１号）  

この条例は、平成２２年１月１６日から施行する。  

 


